（様式15-3）
北見市告示第　　　号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第９条第４項の規定による「公開による意見の聴取」を行うので、同条第５項の規定により下記のとおり告示する。

　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　                  　　　北見市長


記


１．命じようとする措置

２．開催日時
　　　　　　　年　　月　　日（　）　　時　　分より
３．開催場所
　　　北見市
４．建築物の表示
　　（１）位　置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（２）構　造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（３）用　途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５．請求者
　　（住所）
　　（氏名）

